














































資料 １ 

公立大学法人札幌市立大学ＦＤ委員会規程 

平成１９年３月２７日 

平成１９年規程第３号 

改正 平成２２年規程第１３号 

 

（趣旨） 

第１条 この規程は、札幌市立大学学則第１６条第２項の規定に基づき、公立

大学法人札幌市立大学（以下「法人」という。）に設置する公立大学法人札幌

市立大学ＦＤ委員会（以下「委員会」という。）の組織及び運営に関し必要な

事項を定めるものとする。 

（設置） 

第２条 法人に、ＦＤに関する重要事項を審議するため、委員会を置く。 

（審議事項） 

第３条 委員会は、ＦＤに関する事項その他理事長が付託した事項を審議する。 

（組織） 

第４条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。 

⑴ デザイン学部長又はデザイン学部長がデザイン研究科長と協議の上指名

する者 

⑵ 看護学部長又は看護学部長が看護学研究科長と協議の上指名する者 

⑶ 事務局長又は事務局長が指名する者 

⑷ その他理事長が指名する者 

２ 委員は、理事長が任命する。 

（任期） 

第５条 前条第１項第１号のデザイン学部長がデザイン研究科長と協議の上指

名する者、同項第２号の看護学部長が看護学研究科長と協議の上指名する者

及び同項第３号の事務局長が指名する者並びに同項第４号の委員に係る任期

は２年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合における後任者の

任期は、前任者の残任期間とする。 

（委員長） 

第６条 委員会に委員長を置き、委員の互選により選任する。 
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２ 委員長に事故があるときは、委員のうちから委員長があらかじめ指名する

ものがその職務を代行する。 

３ 委員長は、委員会を招集し、会議を主宰する。 

（定足数） 

第７条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができな

い。 

（議事） 

第８条 議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委

員長が決定する。 

（委員以外の者の出席） 

第９条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を委員会に出席

させ、説明又は意見を求めることができる。ただし、当該委員以外の者は、

議決に加わる権利を有しない。 

（専門部会） 

第１０条 委員会に、必要に応じて専門部会を置くことができる。 

２ 専門部会は、第３条に規定する審議事項に関し専門的な調査及び審議を行

う。 

３ 専門部会の委員は、委員長が任命する。 

４ 委員長は、必要があると認めるときは、第４条第１項各号に掲げる委員以

外の者を専門部会の委員として任命することができる。 

５ 委員は、複数の専門部会の委員を兼ねることができる。 

６ 専門部会に部会長を置き、委員長の指名する者をもって充てる。 

７ 部会長は、専門部会において調査及び審議した事項を委員会に報告するも

のとする。 

８ 前各項に定めるもののほか、専門部会の組織及び運営に関し必要な事項は、

委員会が定める。 

（議事録の作成） 

第１１条 委員長は、議事録を作成しなければならない。 

（庶務） 

第１２条 委員会の庶務は、事務局において処理する。 
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（委任） 

第１３条 この規程に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な

事項は、委員会が定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規程は、平成１９年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

（委員の任期に関する特例） 

２ 施行日以後、平成２２年３月３１日までの間、委員に係る任期は、第５条

本文の規定にかかわらず、２年の範囲内で理事長が別に定める。 

（委員長の選任に関する特例） 

３ 施行日以後、平成２２年３月３１日までの間、委員長については、第６条

第１項の規定にかかわらず、委員のうちから理事長の指名する者をもって充

てることができるものとする。 

附 則（平成２２年改正規程１３号） 

（施行期日） 

１ この規程は、平成２２年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

（委員の任期に関する特例） 

２ 第４条第２項の規定により施行日以後、平成２４年３月３１日までの間、

委員に係る任期は、第５条本文の規定にかかわらず、２年の範囲内で理事長

が別に定める。 

（委員長の選任に関する特例） 

３ 施行日以後、平成２４年３月３１日までの間、委員会に係る委員長につい

ては、第６条第１項の規定にかかわらず、委員のうちから理事長の指名する

者をもって充てることができる。 
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平成21年度 ＦＤ委員会活動実績

１．学外FD研修会

（１）参加

開催日 研修会名（主催者） 場所 参加者（数）

6月6日（土）～7日（日） 大学教育学会 首都大学東京 教員（FD委員）1名

６月23日（火） 国立教育政策研究所FDセミナー 文部科学省 教員（FD委員）1名

７月30日（木）～31日（金） 筑波大学・北海道大学共催国際シンポジウム 北海道大学 教員（FD委員）4名

９月11日（金） 教育著作権セミナー（メディア教育開発センター） 北海道大学
デザイン学部教員4名、看護学部
教員4名、事務職員1名

８月20日（木）～21日（金） ＩＤＥ大学セミナー
ホテル札幌ガー
デンパレス

教員（FD委員）1名、事務職員1
名

11月14日（土）〜15日（日） 情報教育研究集会 東北大学 教員1名

11月28日（土）～29日（日） 大学教育学会課題研究集会 大阪御堂会館他 教員２名（うちFD委員1名）

11月23日（祝） 日本学術会議公開シンポジウム 東京大学 教員（FD委員）1名

２月４日（木） ＩＣＴ活用教育セミナー 北海道大学 教員２名（うちFD委員1名）

（２）発表

発表日 研修会名（主催者） 場所 発表者

９月３日（木）～４日（金）
東北・北海道地区大学一般教育研究会「専門科目連携
を目指す看護学部FD研修会の取組」

岩手大学 大野夏代　保田玲子　松浦和代

２．全学FD研修会の開催

開催日 研修会名（講師） 場所 参加者（数）

６月５日（金）18:15－19:45
組織的な教育改善活動を活発化するために
―山口大学の場合―

桑園：講義室
１、芸森：大講
義室（遠隔利
用）

デザイン教員19名、看護教員21
名、事務職員7名、合計47名

９月８日（火）13:00～15:00 研究における倫理の今日的動向と研究倫理
桑園：大会議室
芸森：大会議室
（遠隔利用）

デザイン教員11名、看護教員34
名、事務職員5名、合計50名

10月22日（木）18:00～19:30
学生支援・修学支援を考える
～大学教員にとっての課題とは

芸森:大講義室
桑園 :講義室１
（遠隔利用）

デザイン教員12名・看護教員15
名、職員15名、計42名

３月24日（水） 教育評価のアウトカム的分析について
サテライトキャ
ンパス

デザイン教員16名・看護教員23
名、職員8名、計47名

資料　２
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３．学部FD研修会の開催

（１）デザイン学部

開催日 研修会名（講師） 場所 参加者（数）

４月１日（水）10:00-11:00
デザイン学部教員としての心構え（吉田デザイン学部
長）

理事会室 新任教員3名

11月12日（水）16:30～18:00
デザイン学部コースごとのプレゼンテーション
　　　　　　～コース間連携の可能性と具体的提案～

C-102教室
教員24名、事務職員２名、計26
名

（２）看護学部

開催日 研修会名（講師） 場所 参加者（数）

４月15日（水）13:00～15:30
卒業研究を支援する（3)　-平成20年度研究方法論の
概要と模擬指導ワークショップ

講義室4他 教員36名

５月20日（水）10:00－11:50 教育GP各実施部門の運営実施と評価報告 講義室4 教員25名、事務職員3名

９月16日（木）11:00～11:40 母性看護学領域における授業と実習展開の概要 講義室1 教員33名

９月17日（木）10:00～15:00 看護技術としての指圧マッサージ研修会 ４階実習室 教員21名

９月29日（火）16:00～17:30
高校教育の現状と課題について
(看護学部FD,全学SD研修会）

桑園：講義室１
芸森：大会議室
（桑園で講演
し、遠隔で芸森
へ配信）

看護学部教員27名、デザイン学
部3名、事務局職員12名、合計42
名

10月27日（火）15:00－16:00 平成20年度ＯＳＣＥの評価から次年度に向けて 講義室３ 教員28名

12月10日（木）17:00－18:30 OSCE評価と有効な教育的フィードバック 講義室4 教員23名

２月３日（水）17:30～18:30
看護管理領域における授業とヘルスケアマネジメント
実習展開の概要

講義室4 教員26名

２月10日（水）16:00～17:00 教育ＧＰ模擬患者に対する教員の教育的役割について 講義室4 教員29名

４．教員相互の授業参観の実施

（１）デザイン学部

開催日 授業名（担当者） 場所 参加者（数）

７月10日（金）13:10～14:40 総合実習Ⅱ（空間・羽深教授） A棟プラザ 8名

７月31日（金）13:00～18:00
デザイン総合実習 II（製品・張准教授、柿山講師、
三谷講師）

製品・アトリエ 5名

７月28日（火）13:10〜16:20 デザイン総合実習 II（コンテンツ・城間教授）
コンテンツ・ア
トリエ

6名

７月17日（金）14:50～18:00
デザイン総合実習 II（メディア・上遠野教授、吉田
和夫教授、武邑教授、フィッシャー准教授、エルサニ
准教授）

階段教室 8名

1月29日（火）14：50〜18：00 デザイン総合実習Ⅲ（中原教授） B棟写真スタジオ 8名

1月29日（火）14：50〜18：00 デザイン総合実習Ⅲ（望月教授，福田講師）
コンテンツデザ
イン・アトリエ

5名

1月29日（火）14：50〜18：00 デザイン総合実習Ⅲ（石崎教授、張准教授） ゼミ室１ 8名

2月1日(月）16：30～18：00
デザイン総合実習I（フィッシャー准教授、エルサニ
准教授）

C-104 5名

（２）看護学部

期間 授業名（担当者） 場所 参加者（数）

前期開講科目 看護学原論（河野教授） 講義室 7名

前期開講科目 管理看護学（河野教授） 講義室 10名

後期授業科目 チーム医療論（河野教授） 講義室 9名

後期授業科目 援助的人間関係論（大野准教授） 講義室 2名
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５．授業評価アンケート所見

・平成20年度後期分および平成21年度前期分を学内HP及び両キャンパス図書館にて公開

６．シラバス記載方法等の指導・助言

（１）デザイン学部

1月13日（水）16:00～17:00 城間教授 城間研究室 1名（助教1名）

（２）看護学部

1月8日（金）10:00～11:30 松浦教授・大野准教授・保田講師 講義室4 4名（新任講師1名・助教3名）

７．北海道地区ＦＤ・ＳＤ推進協議会

（１）準備委員会５月22日及び６月24日、設立総会10月８日、幹事会12月７日にそれぞれ参加

（２）推進協議会での情報交換の開始
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 別  紙 
 

（３）自己点検・評価等に関する事項 

① 設置の趣旨・目的の達成状況に関する総括評価・所見 

 
札幌市立大学大学院は、札幌市立大学デザイン学部および看護学部の第一期生の卒業時

期に合わせて、平成 22 年４月に開設したものである。本大学院の研究科は、学部教育を基

礎としており、デザイン研究科デザイン専攻および看護学研究科看護学専攻の２研究科２

専攻を擁している。 
本学の教育・研究の理念は、「人間重視を根幹とした人材の育成」と「地域社会へ積極的

な貢献」の２点である。前者については、本学が設置する両学部・研究科の学問分野がと

もにヒトの生活に深く関与する分野であること、後者については、本学が公立大学である

ことから、地域に開かれた大学として市民からの付託に応え、知的財産の還元を通じて積

極的に地域に貢献する使命を有するとの基本的な考え方によるものである。今回の大学院

修士課程の設置は、学部での教育・研究活動を基礎にさらに深い学識を教授・涵養し、高

度専門職業人及び研究者・教育者を育成することを目的としている。 
大学院は、平成 22 年４月に開設したところであり、これから授業や研究指導が本格化す

る時期にある。大学院の開設にあたり、授業科目担当教員に対しては、平成 21 年 10 月の

設置認可後、速やかに会合を開き、申請書の内容を周知するため、設置の趣旨・必要性等

を記載した書類を配付して説明を行い、大学院の目的について認識を共有するよう努めた。 
大学院の運営方法については、設置認可前の早い時期から学内で検討を進めており、学

長、副学長、研究科長予定者等で構成する学内委員会を設置し、両研究科に共通する事項

を中心に協議、検討を行ってきた。また、両研究科の授業科目担当者で構成する「研究科

開設準備会議」をそれぞれの研究科に設置し、さらに、その下部組織として各研究科に特

化した課題や運営に係る事項を具体的に検討する４つの部会（教学・入試・施設・広報）

を設置し、専門分野に関する教学関係、施設関係、学内規程の見直し、学生募集要領の決

定と入学試験問題の作成・実施等、研究科ごとに検討すべき事項を洗い出し、十分な準備

のもと第一期入学生の受け入れを行った。 
自己点検・評価の実施については、学部での教育・教育活動の状況や目標の達成状況を

把握するため、学部開学３年目にあたる平成 20 年度において、開学初年度と翌年度の２年

間を対象とした中間評価を実施し、自己点検・評価報告書を作成した。今春、第一期卒業

生を社会に送り出し、学士教育課程が完成したことを受けて、平成 22 年度には学部の教育

研究活動４年間を対象とした自己点検・評価を実施する予定である。さらに、翌平成 23 年

度には認証評価機関（財団法人大学基準協会）による外部評価を受けることを予定してい

る。 
大学院についても、完成年度を待って自己点検・評価を行う予定であり、近年、大学教

育のあり方として重要視されている「質の保証」の重要性を学内教職員が再認識し、当該

活動の実質化を図るべく積極的に取り組むこととする。 
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